
技
能
実
習
制
度
を
廃
止
し
、
新
た
に

「
育
成
就
労
制
度
」
を
２
０
２
７
年
４
月

に
導
入
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。
こ

の
制
度
改
正
の
目
的
は
、
日
本
の
特
定
産

業
分
野
で
の
人
材
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、

実
習
生
の
労
働
環
境
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を

改
善
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
現
在
の
技

能
実
習
制
度
で
は
「
技
術
移
転
」
を
目
的

と
し
て
い
ま
し
た
が
、
新
制
度
で
は
よ
り

明
確
に
「
特
定
技
能
へ
の
移
行
」
を
前
提

と
し
、
在
留
資
格
や
転
籍
の
柔
軟
性
が
見

直
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
変
化
に
伴
い
、
実
習
生
の
日
本
語

学
習
要
件
も
強
化
さ
れ
、
監
理
支
援
団
体

や
受
入
れ
企
業
に
求
め
ら
れ
る
役
割
が
大

き
く
変
わ
り
ま
す
。

育
成
就
労
制
度
で
は
、
実
習
生
の
日
本

語
能
力
向
上
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
重
視
さ

れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

・
入
国
前
後
で
日
本
語
能
力
試
験
Ａ
１

（
Ｎ
５
）
程
度
の
基
礎
力
を
習
得
す
る
こ

と
が
必
須

・
１
年
目
終
了
時
Ａ
１
（
Ｎ
５
）
相
当
、

３
年
目
終
了
時
に
は
Ａ
２
（
Ｎ
４
）
合
格

が
標
準
的
な
ゴ
ー
ル

こ
の
基
準
は
、
特
定
技
能
１
号
へ
移
行

す
る
た
め
の
要
件
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
、
監
理
支
援
団
体
や
受
入
れ
企

業
は
試
験
対
策
だ
け
で
な
く
、
実
習
生
が

日
常
生
活
や
業
務
で
実
践
的
に
活
用
で
き

る
日
本
語
ス
キ
ル
を
学
ぶ
機
会
・
環
境
を

整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

・
日
本
語
学
習
環
境
の
整
備
（
教
室
・
オ

ン
ラ
イ
ン
教
材
の
提
供
）

・
日
本
語
教
師
の
確
保
、
ま
た
は
外
部
教

育
機
関
と
の
連
携

・
業
務
中
の
日
本
語
サ
ポ
ー
ト
の
充
実

と
い
っ
た
取
り
組
み
を
強
化
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

技
能
実
習
制
度
か
ら
育
成
就
労
制
度
へ

の
移
行
に
よ
り
、
日
本
語
教
育
の
重
要
性

が
こ
れ
ま
で
以
上
に
高
ま
り
ま
す
。
特
に
、

特
定
技
能
１
号
へ
の
移
行
に
直
結
す
る
日

本
語
能
力
試
験
の
合
格
が
必
須
と
な
る
た

め
、
日
本
語
教
育
支
援
の
役
割
は
ま
す
ま

す
重
要
に
な
り
ま
す
。

特
定
技
能
１
号
の
移
行
の
必
須
要
件
で

あ
る
Ａ
２
相
当
の
講
習
と
は
、

・
認
定
日
本
語
教
育
機
関
で
１
０
０
時
間

以
上
の
授
業
時
間
数
の
授
業
科
目

・
現
時
点
で
は
認
定
日
本
語
教
育
機
関
が

少
な
い
た
め
、
当
面
は
登
録
日
本
語
教
員

に
よ
る
授
業
で
対
応

日
本
語
教
育
機
関
は
認
定
校
及
び
日
本

語
教
師
の
国
家
資
格
が
必
須
と
な
り
ま
す
。

連
合
は
今
年
の
春
闘
の
賃
上
げ
率
の

平
均
が
５
・
２
６
％
だ
っ
た
と
発
表
し
ま

し
た
。
３
年
連
続
で
５
％
を
超
え
ま
し
た
。

中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
大
企
業
と
の

格
差
を
埋
め
る
た
め
６
％
以
上
の
目
標
を

掲
げ
て
い
ま
し
た
が
、
５
・
０
５
％
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。
パ
ー
ト
や
契
約
社
員
な

ど
の
時
給
の
引
上
げ
率
も
、
６
・
８
９
％

で
時
給
ア
ッ
プ
が
継
続
し
て
お
り
ま
す
。

特
定
技
能
外
国
人
の
採
用
に
お
い
て
、

「
特
定
技
能
評
価
試
験
の
合
格
証
」
を
提

出
す
る
ケ
ー
ス
は
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
し

か
し
、
最
近
で
は
偽
装
さ
れ
た
合
格
証
を

使
っ
た
不
正
事
案
が
相
次
い
で
報
道
さ
れ

て
い
ま
す
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
仲
介
業
者
を
通
じ
て
偽
造
証

が
売
買
さ
れ
、
企
業
が
知
ら
ず
に
不
正
な

合
格
証
を
も
と
に
採
用
し
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
ト

ラ
ブ
ル
は
、
企
業
の
信
頼
を
損
ね
る
だ
け

で
は
な
く
、
在
留
資
格
申
請
が
不
許
可
と

な
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
の
で
対
策
が
必

要
で
す
。

不
正
が
起
き
る
背
景
に
は
、

・
特
定
技
能
の
人
気
上
昇
に
よ
る
受
験
倍

率
の
上
昇

・
非
公
式
仲
介
業
者
の
存
在

・
企
業
の
確
認
体
制
の
甘
さ

な
ど
が
上
げ
ら
れ
ま
す
。

本
物
の
合
格
証
を
確
認
す
る
正
し
い
方

法
は
、
特
定
技
能
の
合
格
証
は
出
入
国
在

留
管
理
庁
お
よ
び
各
分
野
の
試
験
実
施
機

関
が
公
式
に
公
表
す
る
合
格
者
リ
ス
ト
で

確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、
出
入
国
在
留
管

理
庁
が
監
督
す
る
「
特
定
技
能
制
度
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
」
で
も
、
各
試
験
機
関
の
最

新
情
報
が
一
覧
で
確
認
で
き
ま
す
。

特
定
技
能
外
国
人
の
受
入
れ
（
採
用
）

で
は
、
最
終
確
認
責
任
は
企
業
側
に
あ
り

ま
す
。
登
録
支
援
機
関
が
関
与
し
て
い
て

も
、
書
類
提
出
主
体
は
企
業
で
あ
り
、
虚

偽
提
出
は
企
業
側
の
責
任
と
な
り
ま
す
。

特
定
技
能
評
価
試
験
の
合
格
証
偽
造
は
、

「
悪
意
あ
る
第
三
者
」
だ
け
で
は
な
く
、

「
確
認
不
足
の
企
業
」
も
巻
き
込
ま
れ
る

リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
受
入
れ
（
採
用
）

の
現
場
で
は
、
提
出
書
類
を
そ
の
ま
ま
信

用
せ
ず
、
必
ず
公
式
サ
イ
ト
で
照
合
・
確

認
を
行
う
こ
と
が
基
本
で
す
。
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東
日
本
経
友
会
通
信

「
育
成
就
労
制
度
」日
本
語
能
力
向
上
が
重
視

特
定
技
能
合
格
証
偽
造

Ａ
２（
Ｎ
４
）相
当
目
標
講
習
と
は

３
年
連
続
で
５
％
超
え


